
別記様式第３号（第３条関係） 

 

社会福祉法人定款変更認可申請書 

年　　月　　日 

（宛先）栃木市長 

 

　　定款の変更をしたいので、社会福祉法第４５条の３６第２項の規定により、

関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

 

 

申 請 者

主たる事務所

の 所 在 地
栃木県栃木市万町 9 番 25 号

 
名 称 社会福祉法人　〇〇福祉会

 
理 事 長 氏 名 理事長　　栃木　太郎

 

定
款
変
更
の
内
容
及
び
理
由

内　　　　　　　　　　容
理　　由

 変更前の条文 変更後の条文

 （目的） 
第 一 条  こ の 社 会 福 祉 法 人 （ 以 下 「 法

人」という。）は、多様な福祉サー

ビスがその利用者の意向を尊重して

総合的に提供れれるよう創意工夫す

ることにより、利用者が、個人の尊

厳を保持しつつ、自立した生活を地

域社会において営むことができるよ

う支援することを目的として、次の

社会福祉事業を行う。 
（１）第一種社会福祉事業 

（イ）児童養護施設の経営 
（ロ）特別養護老人ホームの経営 

（２）第二種社会福祉事業 
（イ）老人デイサービス事業の経営 
（ロ）老人デイサービスセンターの経営 
（ハ）保育所の経営 

（追加） 
 

第二条‐第七条 （略） 
 
（評議員の報酬） 
第八条 評議員は無報酬とする。 
 
 
 
 
 
第九条‐第二七条 （略） 
 
（資産の区分） 

（目的） 
第 一 条  こ の 社 会 福 祉 法 人 （ 以 下 「 法

人」という。）は、多様な福祉サー 
ビスがその利用者の意向を尊重して 
総合的に提供されるよう創意工夫す 
ることにより、利用者が、個人の尊厳

を保持しつつ、自立した生活を地 
域社会において営むことができるよう

支援することを目的として、次の 
社会福祉事業を行う。 

（１）第一種社会福祉事業 
（イ）児童養護施設の経営 
（ロ）特別養護老人ホームの経営 

（２）第二種社会福祉事業 
（イ）老人デイサービス事業の経営 

（削除） 
（ロ）保育所の経営 
（ハ）一時預かり事業の経営 

 
第二条‐第七条 （略） 
 
（評議員の報酬） 
第八条  評議員に対して、各年度の総額

が○○円を超えない範囲で、評議員会

において別に定める報酬等の支給の基

準に従って算定した額を、報酬として

支給することができる。 
 
第九条‐第二七条 （略） 
 
（資産の区分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・事業廃止により削除 
 
・新規事業の追加 
 
 
 
 
・評議員報酬額の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 

記入例



添付書類 

　　　１　定款に定める手続を経たことを証明する書類 

　　　２　変更前及び変更後の定款 

　　　３　定款の変更が、新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、

次に掲げる書類 

　　   (1)　当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその

権利の所属を明らかにすることができる書類 

　     (2)　当該事業を行うため(1)の書類に記載された不動産以外の不動産の使

用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすること

ができる書類 

　　　 (3)　当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年

度における事業計画書並びにこれに伴う収支予算書 

　　　４　定款の変更が、従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであ

るときは、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書

類

 第二八条 この法人の資産は、これを分 
けて基本財産とその他財産の二種と 
する。 

２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産を 
もって構成する。 

（１）建物 
（イ）‐（ハ） （略） 
（ニ）栃木県〇〇町〇丁目〇番所在の鉄 

筋コンクリート造陸屋根２階建デ 
イサービスセンター〇〇建物 

1 棟（延○○.○○平方メートル） 
 

（ホ）、（へ） （略） 
（新規） 
 

 
 
 
第二九条‐第三五条 （略） 
 
 

（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三六条～第四〇条 （略） 

 
附 則 （略） 

第二八条  この法人の資産は、これを分

けて基本財産、その他財産及び公益事

業用財産の三種とする。 
２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産 
をもって構成する。 
（１）建物 

（イ）‐（ハ） （略） 
（削除） 

 
（ニ）、（ホ） （略） 
 
 
（へ）栃木県○○町〇丁目○番地所在 

の鉄筋コンクリート陸屋根○階建 
保育所○○保育園園舎 一棟（延 
○○.○○平方メートル） 

 
 
第二九条‐第三五条 （略） 
 
 
第７章 公益を目的とする事業 
（種別） 
第三六条 この法人は、社会福祉法第二 

六条の規定により、利用者が、個人の 
尊厳を保持しつつ、自立した生活を地 
域社会において営むことができるよう 
支援することなどを目的として、次の 
事業を行う。 

（１）地域包括支援センターの経営 
（２）居宅介護支援事業の経営 
２ 前項の事業の運営に関する事項につ 

いては、理事総数の三分の二以上の同 
意を得なければならない。 

　 
 
第三七条～第四一条 （略） 
 
附 則 （略）

・公益事業の新規開始 
により公益事業用財 
産を追加 
 
 
 
 
デイサービスセンター

廃止に伴う建物の削除 
・項番の繰り上げ 
 
 
・保育園園舎新築によ 
る建物の追加 
 
 
 
 
・公益事業の新規開始

により追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・以下、章番号及び条

文番号繰り下げ


